名古屋市省エネ家電への買い換え促進事業：ロゴデータ利用ガイドライン


【本マニュアルの趣旨】 本規定は「名古屋市省エネ家電への買い換え促進事業」における専用ロゴ（以下「本ロゴ」）を、正しくご活用いただくための指針です。本事業のブランディングを保護し、消費者からの信頼を得ることを目的としています。登録店舗がチラシ、什器、オンライン媒体等で本ロゴを掲載する際は、以下の条項を遵守してください。


1. 運用の基本原則
· 1.1 活用のねらい 本ロゴは、当該活動が名古屋市による公的な支援事業であることを示し、購入検討者へ安心感を提供するとともに、対象家電の認知を広めるために使用します。
· 1.2 対象となる主体 本ロゴを利用できるのは、本事業への店舗登録が正式に承認された店舗に限ります。
2. データの取り扱いと表示基準
· 2.1 指定データの使用 事務局から配布された正規データ（AI、PNG、JPG等）を加工せずそのまま用いてください。
· 2.2 色彩と比率の維持
1. カラー指定： 支給されたバリエーション（フルカラー、単色等）の規定色を厳守してください。
2. 形状維持： 拡大や縮小は可能ですが、縦横比を崩すような変形は認められません。
· 2.3 アイソレーション（余白） ロゴの視認性を損なわないよう、周囲には一定の空白を設け、他の図形や文字と混接させないでください。
3. 厳守すべき禁止事項
事業の品位を損なう以下の行為は、固くお断りいたします。
1. 不適切な加工： 縦横比の変更、一部パーツのトリミング、装飾（影やグラデーション）の追加。
2. 要素の混同： ロゴの上に別の文字を重ねる、または他団体のマークと一体化させて新たなシンボルを作る行為。
3. 紛らわしい提示：
· 本事業の対象外の製品やサービスに対して本ロゴを表示すること。
· 名古屋市や名古屋市省エネ家電への買い換え促進事務局が、特定のメーカーや製品を推奨しているかのように誤解させる配置。
4. 公序良俗への抵触： 法令違反や社会倫理に反する媒体、または事業の趣旨にそぐわない場所での使用。
5. 権利の侵害： 第三者の商品・サービスと本事業が関係していると誤認させるような商標権侵害行為。
6. 無断譲渡： 承認を得ていない他店舗や第三者へ、ロゴデータを提供または転貸すること。

